
第二期函館市子ども・子育て支援事業計画の構成（案） 
 

基本的に現行計画の構成を踏襲するが，一部再編成等し，計画全体で第１章～第６章とする。 

 

第１章 計画策定の趣旨等 

計画策定の「背景」「趣旨」「位置付け」「策定体制」「計画期間」について掲載 

 

第２章 函館市の子ども・子育てを取り巻く環境 

本市の少子化等の現状，世帯の状況，産業・就業構造の状況，子育ての実態について，

統計データ（国の統計調査，市各種資料，ニーズ調査結果等）を掲載 

さらに，目標年度（～2024年度）までの将来人口推計を掲載 

 

 

 

 

第３章 計画の基本理念と施策の方向等 

計画の「基本理念」「基本的視点」「施策の方向」 「施策の体系」について掲載 

「施策の方向」（８項目） 

１ 地域における子育て支援 

２ 母子の健康確保と増進 

３ 子どもの健やかな成長のための教育環境の整備 

４ 子育てを支援する生活環境の整備 

５ 仕事と生活の調和の実現 

６ 特別な援助を要する家庭への支援 

７ 母子家庭および父子家庭の自立支援 

８ 子どもの貧困対策  

 

 

第４章 施策の展開とサービスの目標量等 

   第３章の「施策の方向」「施策の体系」に沿った取組内容を掲載 

【次世代育成支援対策推進法】 

 

第５章 教育・保育および地域子ども・子育て支援事業の提供体制 

幼稚園・保育園等や子育て支援事業の利用状況・利用希望（ニーズ調査）を踏まえて，

「量の見込み」（需要）を設定し，「確保方策」（供給）を計画して掲載 

※計画の必須記載事項【子ども・子育て支援法】 

 

第６章 計画の推進 

計画推進の連携体制等を掲載 
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函館市子ども・子育て会議資料 

 

 

 

 

 

 

※第二期計画（案） 

現行計画では章出ししていますが，見やすさ

に配慮して，第２章に包含して掲載します。 

※第二期計画（案） 

『子どもの貧困対策』を計画に盛り込み

ますが，現行計画の「８ 子育てに伴う経

済的負担の軽減」を「８子どもの貧困対

策」に変更のうえ掲載します。 

※第二期計画（案） 
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※第二期計画（案） 第３章「施策の体系」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

第１ 地域における子育て支援 
1 地域における子育て支援サービスの充実 
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2 保育サービスの充実 

3 子育て支援のネットワークづくり 

4 子どもの健全育成 

1 妊産婦・乳幼児に関する切れ目のない保健対策
の充実 

2 学童期・思春期から成人期に向けた保健対策の
充実 

3 「食育」の推進 

4 周産期・小児医療等の充実 

1 次代の親の育成 

2 子どもの「生きる力」の育成に向けた学校の教育環
境等の整備 

3 家庭や地域の教育力の向上 

4 子どもを取り巻く有害環境対策の推進 

1 良質な住宅の確保 

2 安全な道路交通環境の整備 

3 子どもの交通安全を確保するための活動の推進 

4 安心して外出できる環境の整備 

5 安全・安心なまちづくりの推進 

1 仕事と生活の調和の実現のための働き方の見直し
の推進 

2 仕事と子育ての両立のための基盤整備 

1 児童虐待防止対策の充実 

2 障がい児施策の充実 

1 母子家庭および父子家庭の自立支援の推進 

1 生活基盤の安定に向けた支援の充実 

第２ 母子の健康確保と増進 

第３ 子どもの健やかな成長の
ための教育環境の整備 

第４ 子育てを支援する生活環
境の整備 

第５ 仕事と生活の調和の実現 

第６ 特別な援助を要する家庭
への支援 

第７ 母子家庭および父子家庭
の自立支援 

第８ 子どもの貧困対策 
2 子どもの育ちと学びの支援の充実 

3 相談・生活支援の充実 


